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明々庵・赤山茶道会館指定管理者仕様書 

（令和３年度公募用） 

 

１ 趣旨 

この仕様書は、松江市茶道文化施設の設置及び管理に関する条例（平成 23 年松江市

条例第 20 号。以下「条例」という。）、松江市茶道文化施設の設置及び管理に関する条

例施行規則（平成 23 年松江市規則第 23 号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、指定管理者が行う業務の詳細について定めることを目的とする。 

 

２ 指定期間 

   令和 4 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までとする。（5 年間） 

 

３ 施設利用及び収支等の状況（利用者数、決算その他運営状況） 

別紙 1 のとおり 

 

４ 管理運営に関する基本的な考え方 

（１）住民の平等な利用を確保する。 

（２）施設利用者の安全確保を第一とする。 

（３）施設の効果的及び弾力的運営を行う。 

（４）適切な広報を行うなど、施設の利用促進を積極的に図る。 

（５）利用者にとって快適な施設であることに努める。 

（６）個人情報の保護を徹底する。 

（７）松江市と密接に連携を図りながら管理運営を行う。 

（８）明々庵・赤山茶道会館一体となった管理運営を行う。 

（９）明々庵・赤山茶道会館の利用促進を目的とした各種催しを企画、実施すること。ま

た、魅力のある自主事業を創出し、市民・利用者等へのサービス向上を図ること。 

（１０）島根県文化財保護条例（昭和 30 年島根県条例第 6 号）の規定に基づき、文化財の

保護を徹底すること。 

（１１）障がい者への合理的配慮の提供に留意する。 

（１２）環境に配慮し、省エネやエコオフィス活動等に取り組む。 

 

５ 管理運営のための体制の整備 

（１）職員の雇用、配置及び研修等 

① 管理運営を実施するために必要な体制を確保するとともに、業務形態にあった

適正な人員の職員を配置すること。 

② 管理運営に係る全職員（臨時職員を含む。）の勤務形態等については、労働基準

法、労働安全衛生法、その他労働関係法令を遵守し、管理運営に支障のないよう

に配置すること。 
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③ 業務の全体を総合的に把握し、責任者となる 2 施設共通の総括責任者を 1 名配

置し、市との連絡調整等にあたること。 

④ 防火管理者の資格を有するものを 1 名配置すること。（2 施設兼務可） 

⑤ 島根県食品衛生法施行条例（平成 11 年島根県条例第 51 号）別表第 1 第 3 第 1 

項に規定する食品衛生責任者を 1 名配置すること。 

⑥ 職員の雇用に際しては、地元採用を心がけること。 

⑦ 経理業務、受付業務、帳簿作成業務その他体制の整備に必要な業務を実施する

こと。 

⑧ 配置する全職員が業務全般を理解し、適切に管理運営を行うことができるよう

研修を実施すること。また、消防計画を立て、定期的に必要な訓練を行うこと。 

⑨ 職員に対して、施設の管理運営、個人情報の保護、暴力団排除、障がい者への

合理的配慮、緊急時対策、防犯、防災時対策等の必要な研修を実施するとともに、

緊急時、防犯、防災対策マニュアル等、必要なマニュアルを作成し職員に周知徹

底させること。 

（２）業務遂行の準備 

指定管理者に指定された後は、自己の責任及び負担において、令和 4 年 4 月 1 日 

から円滑に明々庵・赤山茶道会館の管理運営に係る業務を遂行できるように、人的

及び物的体制を整えること。なお、業務の引継ぎが必要な場合は、随時行うこと。 

 

６ 法令等の遵守 

明々庵・赤山茶道会館の管理に当たっては、関係法令及び松江市条例等を遵守しな

ければならない。なお、指定期間中、関係法令及び松江市条例等に改正があった場合

は、改正された内容を仕様とする。 

県指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為を

しようとするとき、又は県指定有形文化財を修理しようとするときは、所定の手続き

を要するため松江市観光施設課に必ず事前協議を行うこと。 

 

７ 業務内容 

指定管理者が行う業務は次の業務である。指定管理者が業務を一体的に委託すること

は認めないが、指定管理業務全般を管理及び監督する業務及び企画の決定業務を除いて

は、個別業務を他者に委託することは可能とする。ただし、事前に松江市の承認を得な

ければならない。なお、委託する場合は地域振興の観点から、可能な限り松江市内の業

者に委託しなければならない。 

（１）赤山茶道会館及び備品（以下「会館等」という。）の利用の許可等に関する業務 

① 会館等利用申請書の受付及び利用許可に関する業務 

② 付帯設備の管理、操作説明等の業務 

※詳細は別紙 2 に規定する。 

（２）明々庵の観覧料及び会館等の利用料金（以下「観覧料等」という。）の徴収、減免及

び還付に関する業務 
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① 観覧料等の徴収等に関する業務 

 ア 明々庵の観覧者に対して観覧料の徴収を行うこと。 

イ 会館等の利用者に対して利用料金の徴収を行うこと。 

ウ 金額の過誤その他の理由で観覧料等の還付が必要になった場合は、還付事務

を行うこと。 

② 減免対象者に対する減免に関する業務 

ア 条例第 15 条に該当するものに対しては観覧料等の減免措置を行うこと。 

  （３）明々庵・赤山茶道会館の施設及び設備（以下「施設等」という。）の維持管理に

関する業務 

① 設備・施設内の機器類の保守点検業務 

② 清掃業務 

③ 樹木等の管理業務 

④ 施設等の巡視・点検業務 

 ⑤ 施設等の軽微な修繕及び備品の修理に関する業務 

⑥ その他の管理業務 

    ※詳細は別紙 2 に規定する。 

 （４）条例第 4 条に規定する事業の企画及び実施に関する業務 

   ① 毎年度当初に事業実施計画書を松江市に提出すること。 

② 利用促進に関する業務 

 ア 明々庵・赤山茶道会館を観覧又は利用する者に対し、茶の湯文化の普及・振興

に必要な説明、助言及び案内を行うこと。 

イ 明々庵・赤山茶道会館の収蔵品、展示品、調度品等を常に良好な状態で管理 

し、展示及び保存すること。 

ウ 明々庵・赤山茶道会館に関するＰＲパンフレットの作成及び管理を行うこと。

なお、作成したパンフレットは、松江市の観光ＰＲ活動にも提供すること。ただ

し、松江市と協議の上実施すること。 

エ 施設の設置目的に合った土産品等の販売を行うこと。ただし、松江市と協議の

上実施すること。 

オ 取材及び撮影等や明々庵・赤山茶道会館を広く一般に周知する広報活動に協力

すること。ただし、松江市と協議の上実施すること。 

カ 利用者の増加につながる自主事業の実施等を新聞、ホームページ等様々な媒体

を利用し積極的に広報すること。ただし、松江市と協議の上実施すること。 

キ 明々庵・赤山茶道会館を利用して行われる各種イベントへの協力を行うこと。

ただし、松江市と協議の上実施すること。 

 

 

 

 

 

松江市茶道文化施設の設置及び管理に関する条例 

（指定管理者が行う業務） 

 第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 （３）施設の利用促進を目的とする各種催しの企画及び実施に関すること。 
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（５）保険への加入 

指定管理者は募集要項、仕様書に定める自らのリスクに対して、適切な範囲で保険

等に加入すること。なお、火災保険については松江市が加入する。 

（６）その他明々庵・赤山茶道会館の管理に必要な業務 

   ① 呈茶の提供に関する業務を行うこと。 

     ア 指定管理者は、食品衛生法の規定による許可を受け、百草亭において呈

茶事業を実施すること。 

      ※百草亭を呈茶事業のみに利用する場合は、百草亭の利用にかかる利用

料金は徴収しない。 

    イ 食品衛生法及び関係法令の規定に基づき、衛生管理を徹底すること。 

② 指定された時間に諸室及び出入口等の開錠、施錠を行うこと。 

③ 指定された時間に機械警備の開錠、施錠を行うこと。 

④ 自己の名義により、光熱水費等、施設の維持管理に必要な契約を継続するこ

と。 

⑤ 光熱水費等諸費用の支払については、令和 4 年 4 月 1 日以降請求分から行う

こと。 

⑥ 「松江市環境配慮実践計画」に基づき省エネに努めるとともに、エコオフィ

ス及びエネルギー使用量報告書及び取り組み状況チェックシートを提出するこ

と。 

    ⑦ 観覧券の管理 

     ア 明々庵観覧券の収受について、帳簿を作成し管理を徹底すること。 

    ⑧ 引き継ぎ業務 

     ア 指定管理者は、職員の研修などを充分に行い、指定期間中に職員の育成に

力を入れること。 

     イ 指定管理者は、指定期間終了後、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施

設の業務を遂行できるよう引き継ぎを行うこと。 

     ウ 指定期間終了若しくは指定の取消しなどにより次期指定管理者へ業務を引

き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータなどを延

滞なく提供するものとする。 

   

８ 自主事業に関する業務 

 （１）基本方針 

 自主事業に関する基本的な考え方は下記のとおり。自動販売機を設置する場合も自主

事業とする。 

①指定管理者は、自らの予算と責任において、自主事業を積極的に企画及び実施する

ものとする。なお、自主事業の実施により収益が発生した場合は、その収益は指定

管理者の収入とする。 

②自主事業の内容は、原則として明々庵・赤山茶道会館の設置目的に添ったものであ

ること。 
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③自主事業実施における注意点 

ア 自主事業の実施については松江市と事前に協議し、承認を経てから実施すること。 

    なお、自主事業は次の全てに適合するものでなければならない。また承認に当た

っては一部制限を課す場合がある。 

・赤山茶道会館については、貸館施設としての利用とのバランスをとり、自主事

業の実施が他の利用者の妨げとならないよう配慮すること。 

・事業規模が施設許容量に照らして適当であること。 

・他の民間事業に多大な影響を及ぼす懸念がないこと。 

・事業の実施に安全性及び補償体制が担保されていること。 

・事業内容が公序良俗に反しないこと。 

・その他、一般利用者の視点で疑義が生じない内容であること。 

イ 貸館として利用料金等の必要な場合は、利用者の一人として、自らの予算から利

用料金等を支払うこと。 

ウ 指定管理者は自主事業の実施にあたり、自主事業の実施主体を明示しなければな

らない 

エ 募集要項 9 申請書類（2）に記載する事業計画書に記載していない貸館を利用し、

かつ、その利用料を募集要項 9 申請書類（3）に記載する収支予算書に反映させて

いない自主事業を実施する場合、その利用料金相当額を市に納付すること。 

  ただし、専ら施設の設置目的を高めるために行う事業で、収益性の低いものにつ

いてはこの限りではない。 

オ 設備等を常時設置し、自主事業を実施する場合は、松江市から行政財産使用許可

を受けて実施すること。 

カ 自主事業の収支については、明々庵・赤山茶道会館の指定管理業務に関する収支

予算書には算入せず、実施に係る人件費等を含め別個の収支予算書を作成し、提

出すること。（指定期間中の経理においても同様に指定管理業務と自主事業を分け

て処理すること。） 

 （３）記念茶会の実施について 

赤山茶道会館を利用して、施設の設置目的に沿った事業として、記念茶会の企画及

び実施をすること。なお、現在の指定管理者は以下の内容で実施している。 

場所 内容 実施時期 

赤山茶道会館 茶席券 1,500 円/人 10 月～11 月の日曜日（年 1 回） 

赤山茶道会館を記念茶会事業のみに利用する場合は、赤山茶道会館の利用にかかる利

用料金は徴収しない。 

 

９ 備品の所有権 

指定管理者に貸し付ける備品等については、松江市の所有とし、その使用及び保管

は十分注意すること。指定管理者が、指定管理料及び利用料金収入により購入した備

品についても松江市の所有とする。また、指定管理者が指定管理料及び利用料金収入

以外の自己の費用により備品を購入した場合は、指定管理者の所有とする。ただし、
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備品を購入する場合は、事前に松江市に報告すること。 

 

１０ 管理経費 

    明々庵・赤山茶道会館の管理経費は、利用料金収入（地方自治法（昭和 22 年法律

第 67 号）第 244 条の 2 第 8 項に規定する利用料金制度を採用）及び指定管理料によ

るものとする。原則として指定管理者は指定管理料と利用料金収入で施設の管理に

必要な一切の経費を賄うこととする。ただし、1 件につき 20 万円（消費税及び地方

消費税を含む。）以上の施設等の修繕及び備品の修理については、松江市で措置する。 

 

１１ 利用料金 

（１）施設等の利用料金は、指定管理者の収入とする。 

（２）利用料金の額は条例で定める額を上限として、松江市長の承認を受けて、指定管

理者が定めることができる。 

 ※ 利用料金の額は条例で定める額を標準仕様としており、松江市の示す収入見込額

の積算においてもこれを前提としている。申請時に利用料金の額の変更を提案する

場合は、その単価を明記し収支の積算に反映すること。 

 

１２ 指定管理料 

（１）松江市は明々庵と赤山茶道会館の管理に必要な経費として、一定額の指定管理料を

毎年度予算の範囲内で支払う。 

（２）年間指定管理料は、下段の①支出見込額から②収入見込額を差し引いた額（消費税

及び地方消費税を含む。）を上限として、提出された収支予算書の提案額に基づき、年

度協定書で定めた額を執行するものとする。 

 

  ① 支出見込額 20,582 千円（明々庵、赤山茶道会館の合計） 

（内訳） 

項 目 内  容 金額（千円） 

人件費 職員賃金、社会保険料等 10,275 

事務費 
消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告宣伝費、 

使用料及び賃借料、雑費等 2,275 

管理費 
委託料（清掃業務、夜間警備業務、消防設備保守点検、

庭園管理、廃棄物処理等）、保険料等 3,281 

光熱水費 電気、ガス、上下水道料金 826 

修繕費 小規模修繕（１件につき２０万円未満） 907 

事業費 呈茶事業 1,990 

租税公課費 消費税 1,028 

計  20,582 

 

  ② 収入見込額 8,737 千円 
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（内訳） 

項 目 内  容 金額（千円） 

観覧料 明々庵の観覧料 3,290 

利用料金 会館等の利用料金 1,598 

呈茶収入 呈茶事業 3,849 

計  8,737 

 

  ③ 年間指定管理料（上限額）  11,845 千円 

（３）松江市は指定管理料として協定書で定めた金額を、協定書で定めた分割方法及び支 

払時期により、指定管理者の請求に基づいて支払うものとする。  

（４）松江市が指定管理者に支払う指定管理料のうち、「修繕費」は年度末に精算する。 

   修繕費の精算は、原則として上記支出見込額の修繕費の額に対する不用額の精算と

し、不足額の精算は行わない。 

（５）指定期間中、関係法令等の改正に伴って収入及び支出が増減する場合は、松江市と

指定管理者との協議により指定管理料を改定するものとする。 

    また、松江市が条例で定める利用料金の基準額を改定した場合においても、両者協

議の上、指定管理料を改定するものとする。 

 

１３ 事業報告書の提出 

指定管理者は、その管理する公の施設の管理業務に関して、下記の報告書を作成し、

松江市に提出すること。 

   これは、松江市が公の施設の管理状況や住民利用の状況等、指定管理者による管理

の実態把握及び評価をすることによって必要な措置をとるためのものである。 

  ア．事業報告書 

    指定管理者は、毎年度終了後 30 日以内に、事業報告書を作成し、松江市に報告す

ること。 

    事業報告書に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。 

① 管理業務の実施状況及び施設の利用状況 

② 利用料金収入の実績 

③ 管理業務に係る収支状況 

④ 前 3 号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項 

       （④に該当するものとしては、自主事業の実施状況・収支、設定した指標の実績、 

指定管理者が行ったモニタリングや自己評価などがある。） 

  イ．月別業務報告書 

    指定管理者は、翌月 10 日以内に、月別業務報告書を作成し、松江市に報告するこ

と。 

    月別業務報告書に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。 

① 管理業務の実施状況及び施設の利用状況 

② 利用料金収入の実績 
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③ 管理業務に係る収支状況 

④ 前 3 号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項 

    （④に該当するものとしては、事故・苦情・要望等の件数及び対応、設定した指 

標の実績、指定管理者が行ったモニタリングや自己評価などがある。） 

 

 １４ モニタリングの実施 

 （１）モニタリングの目的 

    「モニタリング」とは、指定管理者によるサービスの履行に関して、関係法令、

条例等のほか、仕様書、協定書等（以下「法令等」という。）に基づき、サービスが

適正かつ確実に提供されているか、安定的、継続的なサービスの提供が可能である

か等について、指定管理者から提出される各種報告書、利用者アンケート調査、実

地調査等により確認・評価を行い、必要に応じ改善に向けた指導・助言を行う一連

の仕組みをいう。 

    モニタリングの目的は、管理運営業務や経理の状況、利用者数や利用者の満足度

など、日常的・継続的な点検によって管理運営上の課題等を発見し、必要に応じて

見直しや改善を図ることで、安定した施設運営及び市民サービスの向上を実現する

ことである。 

（２）指定管理者によるセルフモニタリング 

    セルフモニタリングは、点検した結果及びフィードバックによる見直しや具体的

な改善内容について、事業報告書の一部として松江市に提出すること。 

    また、業務の履行状況の確認だけでは把握することのできない接客や清掃、空調、

雰囲気など「サービスの質」について、客観的な評価を得るため、利用者アンケー

ト調査等による満足度調査・評価を実施し、その結果を施設の管理運営の質の向上

に活かしていくこと。 

 

 

【利用者アンケートの調査項目の例】 

以下の例を参考に、各施設の性格や利用形態等に応じて設定する。 

◆利用者の属性 

・性別、年齢、職業、居住エリアなどの基本情報 

・施設の利用目的、利用頻度などの利用状況 

◆基本的事項（ソフト面に関すること） 

・職員の接客態度 

内容等 実施回数 

・調査用紙を施設内に据え置く、来場者へ配布する、来館者に聞き取るな

どの方法により、利用者の声を把握する。 

・実施回数や時期、調査方法、調査項目等は、指定管理者と松江市が協議

の上、定める。 

年 1 回以上 
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・施設案内やホームページの見やすさ 

・催し、講座等の事業に対する満足度 

・クレームへの対応状況 

・茶の湯文化に対する理解・関心の深まり度合 

◆維持管理業務（ハード面に関すること） 

・設備・備品等の管理状況 

・清掃の状況 

・空調や水質（プールなど）の状況 

◆自由意見や施設への要望など 

 

〈その他留意事項〉 

・実施時期については任意とするが、施設の特性等から利用者に偏りが発生するお

それがある場合は、幅広い層の利用者の意見を収集することができると判断され

る時期に実施する。また、前年度からの改善点等を比較できるよう、毎年度同時

期に実施することが望ましい。 

・アンケート調査の精度と信頼性を確保するため、判断に足りる十分な有効回答数

を得られるよう、調査用紙の配布・回収方法を工夫し、サンプル数の確保に努め

ること。 

（３）松江市によるモニタリング 

    松江市によるモニタリングは、指定管理者から提出された事業報告書の内容点検

及び指定管理施設の実地調査などによって行う。 

なお、松江市は施設の安定的な運営に資することを目的として指定管理施設にお

ける財務状況や労働条件の点検を行うために外部の専門家に委託し、確認すること

がある。 

また、松江市はモニタリングの結果を踏まえ、指定管理者の評価を行い、市の

ホームページ等で評価結果を公表する。 

 

１５ モニタリング評価に基づく措置等 

モニタリングの結果、サービス水準が仕様書に定めた仕様・水準を充足していない、

業務遂行状況が事業計画や収支計画と大きく乖離しているなど、松江市が業務内容等

に問題があると認めたときは、書面により指定管理者へ改善を指示する。 

   ただし、直ちに改善を要する場合や、改善を必要とする内容が軽微な場合は、口頭

により指示することができる。 

① 改善計画書の提出 

指定管理者は、指示された事項について改善計画書を作成し、松江市に提出する。

松江市は、指定管理者から提出された改善計画書について、内容を確認の上、改善計

画書の内容が不十分な場合、指定管理者に改善計画書の変更を求める。 

② 改善報告書の提出 

指定管理者は、改善計画書に基づき改善に取り組み、その結果を松江市に改善報告
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書により報告する。 

報告を受けた松江市は、改善計画書に基づき改善されたかどうかについて、実地調

査等を行い確認する。 

 

１６ 避難施設開設時等の緊急対応業務 

（1）災害時等における避難施設の開設及び運営についての権限は松江市が有する。松江

市からの指示により、緊急に避難施設として開設する場合は、指定管理者としての

必要な対応をしなければならない。なお、避難施設開設中は、施設管理者として管

理上必要な対応ができるよう、施設に職員を配置しなければならない。 

① 施設の安全確認について建物及び設備等の被災状況チェック 

② 避難施設の開錠及び施錠業務 

③ 避難施設開設時における施設管理者として施設管理上必要な対応のための職員

の配置（24 時間対応） 

④ 松江市（施設所管課）との緊急連絡体制の整備 

⑤ 施設利用者へ対しての利用許可の変更 

⑥ 松江市との連絡調整等 

⑦ その他避難施設開設時における必要な対応 

（2）自主避難する市民が来た場合は、業務時間内においては松江市の指示に従い、必要

な対応を行わなければならない。また、業務時間以外に気象警報が発令又は予想さ

れ、松江市が必要と判断した場合についても、松江市からの緊急連絡等により上記

と同様の対応を松江市からの指示により行わなければならない。 

（3）避難施設開設時の緊急対応業務が円滑に実施できるよう、平時から松江市との連絡

を密にし、情報を共有しなければならない。 

 

１７ 避難施設使用経費 

（1）松江市が避難所として開設した際の、避難施設開設に当たる人件費及び光熱水費な

どの経費は、実費を精算する。 

（2）避難施設として使用している際の破損については、松江市が原形復旧を行う。 

（3）自主避難に係る避難者の食料などは個人で準備を行うこととする。但し、避難指示

及び勧告を行った場合は松江市が準備する。 

 

１８ リスク分担 

協定締結に当たり、松江市が想定するリスク分担の方針は別紙 3 のとおりである。

細部については、松江市と指定管理者が締結する協定で定める。 

 

１９ 協定の締結 

松江市と指定管理者は、明々庵・赤山茶道会館を適正かつ円滑に管理するために必

要な基本事項について、協議の上協定を締結する。 

協定は指定期間全体の基本協定及び毎事業年度ごとの年度協定とする。協定の主な
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項目は次のとおりである。なお、松江市と指定管理者の協議により項目に変更が生じ

る場合がある。 

（１）基本協定 ＜例示＞ 

基本協定の目的、指定管理者の指定の意義、公共性の尊重、信義誠実の原則、用語

の定義、管理物件、指定期間、年度協定、管理業務の範囲、松江市が行う業務の範囲、

第三者による実施、管理施設の修繕、緊急時の対応、情報管理、暴力団排除、松江市

による備品等の貸与、指定管理者による備品等の購入等、事業計画書、事業報告書、

監査委員等による確認、指定管理料、報奨金及び返還金、修繕費の精算、観覧料等収

入の取扱い、損害賠償等、第三者への賠償、不可抗力発生時の対応等、業務の引継ぎ

等、原状回復義務、松江市による指定の取消し、指定管理者による指定の取消しの申

出、避難施設開設時の緊急対応業務等、権利・義務の譲渡の禁止、自主事業、モニタ

リング、開業準備、協定の変更、疑義についての解釈 等 

（２）年度協定＜例示＞ 

年度協定の目的、指定管理料、疑義等の決定 等 

 

２０ 協議 

指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処

理について疑義が生じた場合は、松江市と協議し決定する。 

 

２１ 業務を実施するに当たっての注意事項 

① 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団

体等に有利あるいは不利になる運営を行わないこと。 

② 個人情報の保護について、職員に周知徹底させること。  

③ 暴力団排除に関する適切な対応について、職員に周知徹底させること。 

④ 障がい者への合理的配慮の提供について、職員に周知徹底させること。 

⑤ 緊急時対策、防犯、防災対策について、マニュアルを作成し、職員を指導すると

ともに、事故・災害等が発生した場合には、速やかに応急処置を講じること。 

⑥ 職員が通勤のために施設敷地内に自家用車を駐車する場合は、1,500 円/月を当該

月末までに松江市に納入すること（別に申請が必要）。 
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別紙１ 施設利用及び収支等の状況 

 

【収支状況】※1 

＜収入＞                            （単位：千円） 

科  目 
金額 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

明々庵観覧料 2,611 3,452 2,978 

赤山茶道会館利用料 1,482 1,616 1,695 

指定管理料 8,866 8,866 8,960 

呈茶料(※2) 2,643 3,814 3,457 

瑞風観覧料(瑞風による来庵での明々庵観覧料) 272 293 263 

瑞風関連売上（瑞風による来庵での呈茶料） 535 601 495 

合  計 16,409 18,642 17,848 

 

＜支出＞                            （単位：千円） 

科  目 
金額 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

人件費 職員賃金、社会保険料等 9,072 9,456 9,155 

事務費 
消耗品費､通信運搬費､使用

料･賃借料等 
1,541 707 1,832 

管理費 委託料（別表 1）、保険料 3,247 4,815 3,329 

印刷費 印刷製本費 211 187 99 

広告宣伝費 広告料 70 554 70 

光熱水費 ガス、電気、上下水道料金 850 782 842 

修繕費 施設修繕費 872 908 940 

呈茶事業費 呈茶材料仕入等 1,578 2,129 2,260 

租税公課費  1 0 0 

合  計 17,442 19,538 18,527 

【注意事項】 

※1：令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症が収支に大きく影響し、比較の対象としてふ

さわしくないため、令和 2 年度を除いた直近 3 ヵ年で比較する。 

※2：現在は呈茶事業を義務付け自主事業としているが、令和 4 年度から指定管理事業へ変

更するため、これらに係る収支は全て指定管理事業の収支に計上すること。なお、呈

茶事業に係る人件費はここでは呈茶事業費ではなく人件費に含んでいる。 

【その他注意事項】 

※平成 29・30 年度、令和元年度 9 月までは消費税率 8％ 

※令和元年度 10 月より消費税率 10％ 
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別表１ 明々庵・赤山茶道会館 委託料業務内訳 

 

 

【利用者数及び利用料収入の推移】 

 

 明々庵 赤山茶道会館 

観覧者数 観覧料収入 利用者数 利用料収入 

平成 29 年度 10,098 人 2,883 千円 2,782 人 1,482 千円 

平成 30 年度 12,533 人 3,745 千円 3,996 人 1,616 千円 

令和元年度 10,694 人 3,241 千円 3,527 人 1,695 千円 

   ※令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症が収支に大きく影響し、比較の対象とし

てふさわしくないため、令和 2 年度を除いた直近 3 ヵ年で比較する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科  目 備  考 

夜間警備業務  

廃棄物処理業務  

消防用設備点検業務 火災報知機、消火器保守 

庭園管理業務  

清掃業務  

電気設備保安管理業務  
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別紙２         明々庵・赤山茶道会館の業務の詳細 

 

第１ 明々庵・赤山茶道会館の施設及び設備（以下「施設等」という。）の維持管理に関す

る業務 

１ 基本事項 

（１）施設等を常に清潔な状態に保持するよう努め、管理上発生した廃棄物については適 

正な分別を行い、所定の場所に搬出するとともに、定期的な清掃等を実施すること。 

また、利用者には、ごみの持ち帰りを徹底させること。 

（２）維持管理に係る費用、光熱水費、電話料金等は、指定管理者が一括して支払うこと。 

（３）松江市が貸与する施設設備及び備品は、善良なる指定管理者の注意をもって管理す 

ること。 

（４）電球等の消耗品は、随時補充又は交換すること。 

（５）自家用車等での来館者が多い日については、車輌の誘導を行い、駐車場の整理を行

うこと。 

（６）指定管理者に対して支払う指定管理料及び利用料金により購入した物品は、当該業

務のみに使用すること。指定管理料及び利用料金により購入した備品は台帳（電子デ

ータ可）により管理すること。 

（７）維持管理業務に要する諸工具、器具、消耗品、光熱水費等一切の費用については、 

指定管理業務に係る経費の中に含んでいる。 

（８）保守点検等の結果、部品の取替、修理等の整備を必要とする場合は、速やかに処置 

することとし、1 件につき 20 万円（消費税及び地方消費税を含む。）未満の修繕等は指

定管理業務に係る経費の中で指定管理者が行うこと。 

（９）法定点検業務に係る諸費用は指定管理業務に係る経費の中に含んでいる。 

（１０）保守点検業務については、年度当初に緊急連絡体制表と年間の設備保守点検計画 

表を作成し、指定管理者はこの計画に従って業務を遂行すること。変更が生じた場合 

は、その理由と対処方法を記録保存すること。 

（１１）指定管理者は、管理対象設備等の動作不良及び故障発生の通知を受けた場合は、 

速やかに原因を究明し、対処すること。 

（１２）保守点検業務実施に際し、業務ごとに事前に必要と思われる箇所を補強養生し、

施設及び設備周辺を保守点検整備業務前の状態に維持しなければならない。 

（１３）保守点検の結果生じる消耗品、使用済み部品等廃棄品の廃棄については、維持管 

理業務に含んでいる。 

（１４）複数のメーカーの機器が連動して動作しているものについては、指定管理者の指 

示のもと、業務従事者間の連携を図り、効率的かつ安全な作業を実施すること。 

（１５）定期点検、維持管理業務を行った後は、速やかに点検の結果等を記録し保存する 

こと。 

（１６）現在、松江市がリース契約している事務機器等については、リース期間満了まで

指定管理者が契約を引き継ぎ、使用を継続すること。 
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２  設備及び施設内の機器類の保守点検業務 

（１）目的 

    本業務は、建物の設備等の日常的な運転操作と適切な保守整備を行うとともに法

定点検を確実に実施し、快適な環境を作り、その機能を十分発揮するよう常に事故

の予防に努め、各機器の耐久化を図ることを目的とする。 

 （２）機器類の保守点検業務 

  【明々庵】 

  ① 消防用設備保守点検（自動火災報知設備及び消火器保守点検） 

関係法令に基づいた法定点検及び外観等の日常点検を実施する。 

ア 受信機           1 台 

イ 差動式分布型空気管式感知器 4 個 

ウ 差動式スポット型感知器   12 個 

エ 定温式スポット型感知器   4 個 

オ 発信機           1 台 

カ 地区音響装置        2 台 

キ 粉末消火器         4 個 

  ② 電気設備保守業務 

   ア 保安規定に基づく保守点検 

   イ 各照明ランプ点検及び不良物取替え 

   ウ 各電動機運転状況の点検、手入れ、注油等 

エ 配線器具（スイッチ、コンセントなど）の修理及び取替え 

   オ 検針記録及び電気設備使用状況の把握とその報告 

③ 空調換気設備保守業務 

     ルームエアコンの点検及びフィルター洗浄 

④ 複写機等の機械類の保守点検に関する業務 

ア 日常的に動作を確認し、日常の使用に支障のない状態を保つこと。 

イ 定期的な点検（原則年１回）を行うこと。 

ウ 消耗品等の購入及び補充を行うこと。 

 

  【赤山茶道会館】 

 ① 消防用設備保守点検（自動火災報知設備及び消火器保守点検） 

関係法令に基づいた法定点検及び外観等の日常点検を実施する。 

ア 受信機           1 台 

イ 差動式スポット型感知器   18 個 

ウ 定温式スポット型感知器   7 個 

エ 差動式分布感知器      3 個 

オ スポット型イオン化式非蓄積煙感知器  2 個 

カ 地区音響装置        2 台 

キ 粉末消火器         7 個 



16 

 

  ② 電気設備保守業務 

   ア 保安規定に基づく保守点検 

   イ 各照明ランプ点検及び不良物取替え 

   ウ 各電動機運転状況の点検、手入れ、注油等 

エ 配線器具（スイッチ、コンセントなど）の修理及び取替え 

   オ 検針記録及び電気設備使用状況の把握とその報告 

③ 空調換気設備保守業務 

     ルームエアコンの点検及びフィルター洗浄 

 

３ 清掃業務 

（１）目的 

当該業務は、明々庵・赤山茶道会館の全般について、「建築物における衛生的環境の

確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)」に基づく清掃を目的とし、明々庵・赤山茶

道会館内外の環境をより衛生的に保持し、利用者に常に清潔かつ爽快な環境を提供す

るとともに、建物の耐久化を計ることを目的とする。  

（２）清掃業務の範囲・作業頻度 

清掃業務の範囲は、明々庵・赤山茶道会館の内外を範囲とし、その作業内容は下記

に示すとおりである。作業頻度については、日常清掃は原則毎日実施するものとする。 

（３）清掃業務における遵守事項 

  ① 指定管理者は、提案内容に従って清掃業務に係る計画を作成することとし、業務

が策定した計画書に基づき実施されるよう管理すること。 

  ② 指定管理者は、業務の実施が施設等の利用に支障を与えないよう十分配慮するこ

と。 

  ③ 清掃業務を総括的に実施するため、清掃責任者を選任し、企画、指導及び監督さ

せること。 

  ④ 作業の実施に当たっては、常に火災、盗難その他の事故が発生することのないよ

う十分に注意すること。 

  ⑤ 作業に当たり設備及び備品等を損傷しないよう細心の注意を払うこと。万一器物

等を損壊した場合には、指定管理者は松江市に速やかに連絡し、その指示に従い指

定管理者の負担で原状回復すること。 

  ⑥ 清掃器具及び使用材料は指定管理者の負担とし、作業内容及び建築材料に最も適

したものを用いること。また、本作業に使用する器具及び材料等は全て品質良好（日

本工業規格等）のものを使用するとともに、その取扱いや使用方法についても、過

誤のないよう十分注意しなければならない。 

  ⑦ トイレ及び洗面所において利用者が使用する石鹸、トイレットペーパー等の消耗

品は指定管理業務に係る経費の中で指定管理者が負担し、利用者の健康及び快適性

を重視した良質なものを用いること。 

  ⑧ 指定管理者は、この作業に直接使用する以外の機械器具及び材料等の物品を、松

江市の許可無く施設内に搬入及び放置してはならない。 
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⑨ 清掃作業員が作業に従事するときは、一定の服装を着用させて指定管理者の作業員

であることを明瞭にするとともに、服装は常に清潔を保たせなければならない。 

また、本作業に従事する清掃作業員は、言語動作に十分気をつけ、他人に不快の念

を抱かせてはならない。 

⑩ 作業時は、通行者、壁等に塵、ほこり、清掃用水等を飛散させないよう十分注意

すること。 

  ⑪ 清掃作業員が業務の実施中に破損箇所を発見した場合は、直ちに適切な処置を講

ずること。 

  ⑫ 紙くず、廃棄した書類等は、煙草の吸殻とは区別し、火元に十分注意した上で処

理すること。 

  ⑬ 電気及び機械設備の定期点検業務等が行われる場合には、関係者と相互に連絡及

び協調して、業務を円滑に遂行するよう努めること。 

  ⑭ 環境衛生の向上 

   ア 使用する機械や作業実施に当たっては、浮遊粉塵を発生させないように行うこ

と。 

   イ 作業上排出される汚濁排水その他が、自然環境を汚染する結果にならないこと。 

   ウ その他環境衛生を損なうおそれのないこと。 

  ⑮ 施設等の安全性の向上 

   ア 作業能率や経済効率を理由として、建材の保全性を損なう方法は避けること。 

   イ 作業機材の放置など、利用者の安全を損ねる作業方法を排除すること。 

   ウ 物品の破損、汚染に注意し、移動できる物品は移動して行う。また付属品の破

損、取付の不備等を発見したときは直ちに指定管理者が安全確保のための適切

な処置を行うこと。 

   エ 火気には特に留意し、引火性物質は絶対に使用しないこと。 

  ⑯ 労働安全性の向上 

   ア 作業者の注意力に依存するだけでは解決できない労働災害多発型作業の排除、

又は改善を追求すること。 

   イ 熟練を要する危険度の高い資機材の利用は極力抑制すること。 

⑰ 作業能率の向上 

 上記の項目を満たした上で作業の能率を向上するための業務改善に努めること。 

  ⑱ 指定管理者は作業日誌を作成すること。 

（４）明々庵の清掃 

茶席の掃き掃除を毎日実施する。 

（５）百草亭の清掃 

   掃き掃除、掃除機掛け及び床・窓の拭き掃除を毎日実施する。 

（６）赤山茶道会館の清掃 

 使用後の状態を確認し、適時実施する。 

（７）入場口（階段、アプローチ）、展望所の清掃 

  ① 掃き掃除を毎日実施する。 
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  ② 砂利部の整地を毎日実施する。 

  ③ 案内・掲示板、柱の腰下、扉、手摺等のほこり払い及び汚れ落としを行い、必要 

   に応じて水拭きをする。 

  ④ 灰皿の洗浄、ごみの排出処理を行い、周囲を清潔に保つ。 

  ⑤ たばこの吸い殻の収集に当たっては、特に火災に注意して収集し、十分に水分を 

含ませ、他の可熱ごみと区別すること。 

（８）庭園、植込みの清掃 

  ① 草取りを適時実施する。 

  ② 砂利部の整地を毎日実施する。 

（９）展示品の清掃 

  ほこりを取り除く程度に適時実施する。 

（１０）管理事務所、管理用通路の清掃 

  ① 建物内部の掃き掃除、掃除機掛け、床・窓の拭き掃除その他施設の衛生環境保持

のための清掃を適時実施する。 

  ② 建物外周、管理用通路の掃き掃除を適時実施する。 

（１１）屋根、雨樋、外周竹垣、門の清掃 

  適時実施する。 

（１２）周辺歩道の清掃 

  ① 掃き掃除を適時実施する。 

  ② 草取りを適時実施する。 

（１３）落書きの処理 

  落書きを発見した場合は、直ちに松江市に報告し、その指示により処理すること。 

（１４）収集したごみの処理 

  ① 収集したごみは、適正に分類・梱包した上で、収集場所へ搬出すること。（ただし、

袋には効率良く収め、必要以上に袋の数を増やすことのないよう努めること。） 

  ② 引火性の廃棄物、使用済乾電池、蛍光灯は存在がわかるように分別しておくこと。 

  ③ 落葉及び刈り取った草等は、松江市が指定している処分場で処理すること。 

  ④ ごみ袋からの汚水漏れ及び汚水による袋の損傷がないよう留意すること。 

  ⑤ ごみ置場の清掃は、適宜行い、不衛生にならないよう留意すること。 

  ⑥ 資源ごみ回収に関し十分に配慮すること。 

（１５）日常清掃とは別に特別清掃を年１回実施することとし、次の事項の作業を言うこ  

  ととする。（特別清掃の日程は、指定管理者と松江市が協議の上決定する。） 

     ① 畳の点検を行い、必要に応じて表替え又は交換を行うこと。 

     ② 照明器具、ブラインド等日常清掃を行わない箇所について、脚立等を使用し、ダ

スコン等により塵払いをすること。 

     ③ 側溝、溜め桝等は、土砂を除去し、除去した土砂等は所定の場所に収集すること。 

     ④ 敷地内の除草作業 

  ⑤ 施設内の害虫駆除 

４ 樹木等の管理業務  
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  管理対象樹木は、明々庵・赤山茶道会館の庭園及び敷地内樹木とする。 

作業時期 作業概要 

４～６月 ①松の芽取り ②ツツジ類刈込み ③雑木の軽剪定 ④消毒（松、ツツジ類） 

７～８月 ①雑木剪定 ②生垣刈込み ③消毒（雑木） 

９～１０月 ①雑木剪定 ②消毒（雑木） 

１２月 ①松の剪定  

１～３月 ①明々庵入口石段～城見台までの樹木手入れ ②施肥（酒粕他） ③消毒 

 

５ 施設の巡視・点検業務 

（１）施設内に次のような危険な状況及び事項が発生していないかを毎日定期的に巡回し 

点検する。また発見した場合には速やかに適切な方法で対処し、松江市へ報告する。

火気の発生、不審な人物、危険物放置、盗難、破損箇所、病人等 

（２）業務の内容 

  ① 明々庵、百草亭、赤山茶道会館、庭園、展望所は 4 回／日実施する。 

  ② 階段、アプローチ、管理用通路等の敷地内の建物周辺部は 2 回／日実施する。 

  ③ 駐車場等明々庵・赤山茶道会館敷地の周辺部は 2 回／日実施する。 

④ 荒天により施設管理に支障をきたすことが認められるときは、雨戸の開閉等適切

な処置を講じること。 

 

６ 施設等の軽微な修繕及び備品の修理について 

1 件につき 20 万円（消費税及び地方消費税を含む。）未満の軽微な修繕等については

指定管理業務に係る経費の中で指定管理者が実施すること。襖・障子の張替え、畳の表

替え・交換も同様とする。 

 

７ その他の管理業務 

（１）各種注意看板の作成及び設置業務 

（２）降雪時の対応 

   開館前に主要な場所の除雪作業を実施する。作業の優先順位は下記のとおりとする。 

   ① 施設までの階段、通路、アプローチ、受付から明々庵、百草亭までの通路 

   ② 展望所、駐車場 

（３）台風等異常気象時及び災害発生時の対応 

① 施設の巡視 

異常の有無を確認し、異常を発見した時は、直ちに松江市に報告すること。 

② 清掃作業 

災害等発生前の通常の清潔かつ爽快な環境となるよう、入場者が利用する箇所

から優先して清掃を行うこと。 

 

 

第２ 赤山茶道会館及び備品（以下「会館等」という。）の利用の許可に関する業務の詳細 
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１ 会館等利用申込書の受付及び利用許可に関する業務 

 （１）各種申込書の受付業務を行い利用の許可、不許可の決定をすること。 

 （２）各種申込書の様式を作成し、利用者の求めに応じて配布するとともに、手続きの 

   概要を説明すること。 

 （３）会館等の利用に関する問合せを受けたときは、空室状況等について確認し、利用

日程について申請者と調整すること。 

 （４）会館等の利用者が退去する際には立会を行い、原状回復状況の確認を行うととも

に、原状回復が行われていないとき及び部屋・備品の破損等があるときは利用者に

対して回復を指示すること。 

 （５）明々庵・赤山茶道会館への大規模な荷物の搬入等が見込まれるときは、日程の調

整や関係者に対する周知等を行い、サービスの維持及び安全管理に努めること。 

 （６）利用者に対する会館等の利用説明書を作成するとともに、注意事項等の説明を行

うこと。 

 （７）各種利用申込の申出を受け付けたときは、利用状況の確認など許可上必要な情報

の収集及び調査を行うこと。 

 （８）行政財産の目的外使用希望者から行政財産使用許可申請書を受け付けたときは、

当該許可については松江市の権限であるため、申請者に対して代理受領書を交付す

るとともに、直ちに松江市へ進達すること。なお、目的外使用許可により発生した

使用料は松江市の収入とする。 

 （９）目的外使用者が会館等を適正に使用することができるよう、十分な説明を行うこ

と。 

 （１０）目的外使用完了時に使用施設等の原状回復がなされていることを速やかに確認

し、実施されていないときは直ちに松江市へ連絡すること。 

 

２ 付帯設備の管理、操作説明等の業務 

 （１）利用者に対して付帯設備の操作説明を行うこと。 

 （２）付帯設備の状態を日常的に点検し、常に利用に耐えうる状態に保つこと。 
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別紙３  

リスク分担表 

 

項目 内容 松江市 指定管理者 

物価の変動 
人件費、物品費、水道光熱費等の変動

に伴う経費の増 
 ○ 

需要の変動 

明々庵観覧者、赤山茶道会館利用者の

減少、収入減 
 ○ 

呈茶利用者、記念茶会来場者の減少、

収入減 
 ○ 

資金調達 運営上必要な初期投資、資金の確保  ○ 

不可抗力 
自然災害等により、業務を変更、中止

または延期する場合 
協議事項※ 

運営リスク 

施設等の管理上の瑕疵に係る臨時休

館等 
 ○ 

改修、修繕、保守点検等による施設の

一部利用停止 
 ○ 

施設、設備、備品の

損傷 

事故・火災によるもの 協議事項※ 

施設等の管理上の瑕疵に係るもの  ○ 

施設利用者等への損

害賠償 

下記以外のもの 協議事項※ 

施設等の管理上の瑕疵に係るもの  ○ 

施設の火災保険加入  ○  

包括的管理責任 
 

○  

※協議事項については、事案ごとの原因により判断するが、第一次責任は指定管理者が有

するものとする。 

 


